
令和８年６月１日 

荒天時の対応について 

 

  警報が発令された場合など、特に生徒登校時の安全を配慮しなければならない場合、

本校では次のように対応します。 

 

「特別警報」・「危険警報」・「警報」（高潮・波浪を除く）が発令されている 

 

 平塚市 自宅のある地域（平塚市以外） 

6:00時点 
【「発発令 されている場合】 

「自宅待機」とする。 

6:01～9:59 
【「発解除 となった場合】 

「安全に十分留意して登校」とする。 

10:00時点 
【引き続き発発令 されている場合】 

「臨時休校」とする。 

平塚市で解除された場合でも、自宅のある

地域が引き続き「発発令 されている場合は

「自宅待機」とする。 

※発すぐーる で連絡をしてください。 

 

ただし、次の場合は無理な登校はせず、発すぐーる で連絡をしてください。 

〇上記の警報が発令されていなくても、保護者が登校は危険だと判断した場合 

〇上記の警報が解除された場合でも、交通機関の混乱などで登校が困難であると考えられる場合  

 

 

※ 上記の警報が発令されていなくても学校の判断で『自宅待機』や『臨時休校』とするこ

とがあります。その際は、発すぐーる でお知らせします。 

 

※ 防災気象情報は、テレビ・ラジオやインターネットなどで確認してください。  

 

 

【補足】令和８年５月 29日より防災気象情報が変わっています。 

   〇警戒レベル相当情報（河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮） 

・・・警戒レベル１～５（早期注意情報・注意報・警報・危険警報・特別警報） 

 

  〇それ以外の情報（暴風・波浪・大雪・暴風雪等）・・・注意報・警報・特別警報 

 


